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農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
の
整
備

農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
物
の
食
品
と
し
て
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
生
産
過
程

に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
等
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
二

地
方
支
分
部
局
の
組
織
等
の
整
備

一

地
方
農
政
局
の
所
掌
事
務
の
整
備

地
方
農
政
局
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
物
の
食
品
と
し
て
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
事
務
及
び
主
要
食
糧

に
関
す
る
事
務
を
追
加
す
る
等
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

二

地
方
農
政
事
務
所
及
び
北
海
道
農
政
事
務
所
の
設
置

地
方
農
政
局
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
分
掌
す
る
地
方
農
政
事
務
所
を
設
置
す
る
ほ
か
、
北
海
道
を
管
轄
す
る
北
海
道
農

政
事
務
所
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
二
関
係
）

三

統
計
情
報
事
務
所
等
の
改
組

地
方
農
政
局
の
統
計
情
報
事
務
所
及
び
そ
の
出
張
所
を
地
方
農
政
局
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
に
、
北
海
道
統
計
情
報
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事
務
所
及
び
そ
の
出
張
所
を
北
海
道
統
計
・
情
報
事
務
所
及
び
そ
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
に
改
組
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
関
係
）

四

統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の
地
方
農
政
事
務
所
の
分
掌
機
関
化
等

平
成
十
八
年
度
か
ら
、
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
地
方
農
政
事
務
所
の
分
掌
機
関
と
す
る
と
と
も
に
、
北
海
道
統
計
・

情
報
事
務
所
を
北
海
道
農
政
事
務
所
に
統
合
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
関
係
）

第
三

食
糧
庁
の
廃
止

食
糧
庁
並
び
に
食
糧
事
務
所
及
び
そ
の
支
所
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
第
四
章
第
二
節
関
係
）

第
四

そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
第
二
の
四
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。


